
通帳出金サービス規定 
 

１．キャッシュカード（以下「カード」といいます。）をご利用のお客さまに限り、窓口での所定の

手続またはＡＴＭにて手続をすることにより当社の現金自動預入支払機（以下「ＡＴＭ」といい

ます。）を使用して通帳により預金の払出しをすることができます。 

 

２．通帳による払戻しに際しての暗証番号は、カードと同じ暗証番号によりお取引ください。ＡＴＭ

に通帳を挿入し、届出の暗証番号と払戻金額をボタンにより操作してください。このとき、払戻

請求書の提出は、必要ありません。 

 

３．ＡＴＭの操作に際し、使用された通帳を当社が交付したものとして認識し、かつ、入力された暗

証番号と届出の暗証番号とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行

ないます。 

 

４．盗難通帳による払戻し等 

（１）通帳の盗難または喪失により、他人に当該通帳を不正使用され生じた払戻しについては、次

の各号のすべてに該当するとき、本人は当社に対して当該払戻しにかかる損害（手数料や利息

を含みます。）の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 

① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行なわれていること。 

② 当社の調査に対し、本人より十分な説明が行なわれていること。 

③ 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事

実を確認できるものを示していること。 

（２）前項の請求がなされたとき、当該払戻しが本人の故意によるときを除き、当社は、当社へ通

知が行なわれた日の３０日（ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情がある

ことを本人が証明したときは、３０日にその事情が継続している期間を加えた日数としま

す。）前の日以降になされた払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当す

る金額（以下「補てん対象額」といいます。）を補てんするものとします。ただし、当該払戻

しが行なわれたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを

当社が証明したときには、当社は、補てん対象額の４分の３に相当する金額を補てんするもの

とします。 

（３）前２項の規定は、第１項にかかる当社への通知が、盗難が行なわれた日（当該盗難が行なわ

れた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難通帳を用いて行なわれた不正な預金払戻

しが最初に行なわれた日。）から、２年を経過する日後に行なわれたときには、適用されない

ものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明したときには、当社

は補てん責任を負いません。 

①当該払戻しが行なわれたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに

該当するとき 

 Ａ．本人に重大な過失があることを当社が証明したとき 

 Ｂ．本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人（家

事全般を行なっている家政婦など。）によって行なわれた払戻し 

 Ｃ．本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説

明を行なったとき 

②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して通帳が盗難にあった

とき 

（５）上記（１）ならびに（２）の規定は、個人のみのお客さまに適用されるものとし、個人以外

のお客さまのときは、別途、当社制定の「偽変造カード等の不正使用による預金補償規定」に

よるものとします。 

（６）前５項の規定により、補てんの対象とならないときであっても、別途、当社制定の「偽変造

カード等の不正使用による預金補償規定」により補償されるときがあります。 

 

５．通帳の記帳ページが終了した通帳では、払戻しの取扱いはできません。このときは、カードによ

り払戻しをしてください。また、窓口で新通帳の交付手続をしてください。 

 



６．通帳による残高照会はできません。カードによる照会もしくは通帳への記帳により確認してくだ

さい。 

 

７．通帳により払戻しされる口座について代理人カードを発行しているとき、代理人の暗証番号では

通帳による払戻しはできません。 

 

８．ＡＴＭによる通帳での払戻しは、当社のＡＴＭに限るものとし、当社がＡＴＭの共同利用による

現金支払業務を提携している金融機関のＡＴＭでは、カードによる払戻しのみで通帳による払戻

しはできません。 

 

９．この規定に定めのない事項については、当社の普通預金規定（総合口座取引規定を含みます。）

貯蓄預金規定、定期預金規定、総合口座積立定期預金規定、当座貸越規定により取り扱います。 

 

１０．法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要

がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームペー

ジの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変

更された場合には、変更後の内容が適用されます。 

以上 

（ 2020 年 4 月 1 日現在） 


